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多
年
に
わ
た
り
市
議
会
議
員

と
し
て
地
方
自
治
に
尽
力
さ
れ

ま
し
た
。

　
「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
」
と
70
歳
以
上
の
方
が
対

象
の
「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受

給
者
証
」
を
７
月
中
旬
か
ら
下

旬
に
お
送
り
し
ま
す
。

　
そ
の
年
の
市
・
都
民
税
の
課

税
所
得
に
よ
っ
て
、
医
療
機
関

な
ど
で
支
払
う
負
担
割
合
の
見

直
し
を
行
い
ま
す
。

▽
負
担
割
合
が
３
割
の
方
へ

　●

市
・
都
民
税
の
課
税
所
得
が

　
１
４
５
万
円
以
上
の
方
や
同

　
じ
保
険
に
加
入
し
て
い
る
３

　
割
負
担
の
70
歳
以
上
の
方
が

　
同
一
世
帯
に
い
る
方
は
３
割

　
と
な
り
ま
す
。
同
一
世
帯
の

　
70
歳
以
上
の
方
の
収
入
合
計

　
が
次
の
場
合
、
申
請
に
よ
り

　
１
割
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

　
す
。

＊
１
人
の
場
合
…
３
８
３
万
円

　
未
満

＊
２
人
以
上
の
場
合
…
５
２
０

　
万
円
未
満
（
国
民
健
康
保
険

　
高
齢
受
給
者
証
の
方
は
、
例

　
外
も
あ
り
ま
す
。
）

　
多
年
に
わ
た
り
国
会
運
営
に

尽
力
さ
れ
ま
し
た
。

　
多
年
に
わ
た
り
鉄
道
業
務
に

尽
力
さ
れ
ま
し
た
。

　
入
院
し
た
と
き
の
医
療
費
の

負
担
が
減
額
さ
れ
る
各
種
認
定

証
の
交
付
に
は
、
申
請
手
続
き

が
必
要
で
す
。
国
民
健
康
保
険

の
方
で
す
で
に
各
種
認
定
証
を

お
持
ち
の
方
や
後
期
高
齢
者
医

療
の
方
で
交
付
対
象
と
な
る
方

に
は
、
申
請
書
を
７
月
中
旬
に

お
送
り
し
ま
す
の
で
、
必
要
な

方
は
申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

※
保
険
税
が
未
納
の
方
に
は
交

付
で
き
ま
せ
ん
。

※
70
歳
以
上
の
方
は
、
市
・
都

　
民
税
非
課
税
世
帯
の
み
対
象

※
「
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額

　
適
用
・
標
準
負
担
額
認
定

　
証
」
を
お
持
ち
の
方
で
、
引

　
き
続
き
対
象
と
な
る
方
に

　
は
、
７
月
下
旬
に
お
送
り
し

　
ま
す
。

▽
手
続
き
に
必
要
な
も
の
　
健

　
康
保
険
証
、
は
ん
こ
、
認
定

　
証
（
現
在
認
定
証
を
お
持
ち

　
の
方
）
、
申
請
書

▽
申
請
場
所
　
保
険
年
金
課
、

　
五
日
市
出
張
所
（
五
日
市
出

　
張
所
は
後
日
郵
送
と
な
り
ま

　
す
。
）

▽
瑞
宝
双
光
章
（
警
察
功
労
）

　●

石
川
学
さ
ん

　●

北
野
正
幸
さ
ん

　●

高
野
正
治
さ
ん

▽
瑞
法
単
光
章
（
警
察
功
労
）

　●

稲
川
億
さ
ん

　●

野
島
茂
さ
ん

▽
瑞
宝
単
光
章
（
消
防
功
労
）

　●

青
木
忠
明
さ
ん

　
国
民
健
康
保
険
と
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
加
入
さ
れ
て
い

る
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
と
き

は
、
申
請
に
よ
り
５
万
円
（
平

成
22
年
３
月
以
前
の
死
亡
の
場

合
は
３
万
円
）
の
葬
祭
費
を
助

成
し
ま
す
。
被
保
険
者
証
の
返

還
時
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ

　●

国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て
…

　
保
険
年
金
課
国
保
係

　●

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ

　
い
て
…
保
険
年
金
課
後
期
高

　
齢
者
医
療
係

　
７
月
中
旬
に
平
成
23
年
度
の

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決

定
通
知
書
・
納
入
通
知
書
を
お

送
り
し
ま
す
。
保
険
料
の
料
率
、

均
等
割
額
や
年
間
保
険
料
上
限

額
は
、
昨
年
と
同
額
で
す
。

▽
問
合
せ
　
保
険
年
金
課
後
期

　
高
齢
者
医
療
係

　
65
歳
以
上
の
方
（
第
１
号
被

保
険
者
）
に
、
介
護
保
険
料
額

決
定
通
知
書
（
納
入
通
知
書
）

を
７
月
上
旬
に
送
付
し
ま
す
。

▽
介
護
保
険
料
　
保
険
料
は
、

　
平
成
21
年
度
か
ら
23
年
度
ま

　
で
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
か
か

　
る
費
用
な
ど
の
見
込
み
か
ら

　
計
算
さ
れ
る
基
準
額
を
も
と

　
に
、
住
民
税
の
課
税
状
況
な

　
ど
に
応
じ
て
、
第
１
段
階
か

　
ら
第
10
段
階
ま
で
に
区
分
さ

　
れ
ま
す
。
納
付
方
法
は
、
年

　
金
受
給
の
有
無
な
ど
に
よ
り

　
異
な
り
ま
す
。

※
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書

　
（
納
入
通
知
書
）
に
あ
る
１

　
期
当
た
り
の
保
険
料
は
、
年

　
間
の
保
険
料
額
を
各
納
期
の

　
回
数
で
分
け
て
い
る
た
め
、

　
月
額
保
険
料
額
と
は
金
額
が

　
異
な
り
ま
す
。

▽
介
護
保
険
料
の
納
め
方

　●

年
金
か
ら
の
天
引
き
の
方

　
（
特
別
徴
収
）
…
は
が
き
で

　
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

＊
対
象
…
年
額
18
万
円
以
上
の

　
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

＊
天
引
き
月
…
偶
数
月
（
年
金

　
支
給
月
）
ご
と
に
天
引
き
し

　
ま
す
。

　●

介
護
保
険
料
納
入
通
知
書

　
（
納
付
書
）
で
納
め
る
方

　
（
普
通
徴
収
）
…
納
付
書
を

　
送
付
し
ま
す
。

＊
対
象
…
年
金
を
受
給
し
て
い

　
な
い
方
と
年
金
の
受
給
額
が

　
年
額
18
万
円
未
満
の
方

＊
収
め
方
…
７
月
か
ら
平
成
24

　
年
２
月
ま
で
の
各
納
期
限

　
（
年
８
回
）
内
に
金
融
機
関

　
な
ど
で
お
支
払
い
く
だ
さ

　
い
。

※
金
融
機
関
で
介
護
保
険
料
の

　
口
座
振
替
手
続
を
し
て
い
る

　
方
は
、
各
納
期
の
末
日
に
口

　
座
振
替
し
ま
す
。

　●

納
付
書
で
の
納
付
と
年
金
天

　
引
き
の
両
方
で
納
め
る
方
…

　
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
。

＊
対
象
…
昨
年
度
途
中
で
65
歳

　
に
な
っ
た
方
や
転
入
さ
れ
た

　
方
な
ど
で
、
７
月
か
ら
９
月

　
ま
で
は
納
付
書
で
納
め
、
10

　
月
以
降
は
年
金
か
ら
の
天
引

　
き
と
な
る
方

▽
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用

　
く
だ
さ
い
　
納
め
忘
れ
の
な

　
い
よ
う
に
、
納
入
通
知
書
で

　
納
付
の
方
は
、
口
座
振
替
に

　
よ
る
納
付
を
お
勧
め
し
ま

　
す
。
希
望
す
る
方
は
、
納
付

　
書
、
通
帳
と
届
出
印
を
お
持

　
ち
の
上
、
市
内
の
金
融
機
関

　
（
郵
便
局
含
む
）
の
窓
口
で

　
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
高
齢
者
支
援
課
介

　
護
保
険
係
（
直
通
５
５
８
・

　
１
９
６
９
）

▽
申
請
免
除
（
全
額
免
除
・
一

　
部
免
除
）
制
度
　
所
得
が
減

　
っ
た
り
、
退
職
（
失
業
）
で

　
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困

　
難
な
と
き
、
本
人
、
配
偶
者

　
と
世
帯
主
の
前
年
所
得
が
基

　
準
以
下
（
表
）
の
と
き
、
申

　
請
を
し
て
認
め
ら
れ
る
と
全

　
額
免
除
（
保
険
料
の
全
額
が

　
免
除
）
か
一
部
免
除
（
保
険

　
料
の
一
部
が
免
除
）
に
な
り

　
ま
す
。

　●

退
職
（
失
業
）
に
よ
る
申
請

　
免
除
の
特
例
…
前
年
所
得
が

　
基
準
（
表
）
を
超
え
て
い
る

　
場
合
で
も
、
平
成
22
年
３
月

　
31
日
以
降
に
退
職
（
失
業
）

　
し
た
方
は
、
申
請
し
て
認
め

　
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
　
世

　
帯
主
の
前
年
所
得
が
基
準
以

　
上
（
表
）
の
た
め
、
免
除
対

　
象
と
な
ら
な
い
30
歳
未
満
の

　
方
に
は
、
本
人
と
配
偶
者
の

　
前
年
所
得
が
全
額
免
除
の
基

　
準
以
下
の
場
合
、
保
険
料
の

　
納
付
を
先
に
延
ば
す
こ
と
が

　
で
き
ま
す
。

　●

平
成
22
年
度
分
の
免
除
制
度

　
の
申
請
期
限
は
、
７
月
29
日

　
（金）
で
す
（
毎
年
度
、
申
請
が

　
必
要
で
す
）
。

　●

一
部
免
除
が
認
め
ら
れ
た
方

　
は
、
納
め
る
こ
と
が
必
要
な

　
保
険
料
を
納
め
な
い
場
合
、

　
免
除
に
な
り
ま
せ
ん
。

　●

申
請
を
し
て
認
め
ら
れ
た
申

　
請
免
除
と
若
年
者
納
付
猶
予

　
の
期
間
は
、
10
年
以
内
で
あ

　
れ
ば
保
険
料
を
さ
か
の
ぼ
っ

　
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す

　
（
追
納
）
。

▽
持
ち
物
　
年
金
手
帳
、
は
ん

　
こ

　●

退
職
（
失
業
）
に
よ
る
申
請

　
免
除
の
特
例
制
度
を
申
請
す

　
る
方
…
雇
用
保
険
受
給
資
格

　
者
証
（
コ
ピ
ー
可
）
、
公
務

　
員
の
方
は
退
職
辞
令
（
コ
ピ

　
ー
可
）

▽
問
合
せ
・
申
請

　●

青
梅
年
金
事
務
所
（
☎
０
４

　
２
８
・
30
・
３
４
１
０
）

　●

保
険
年
金
課
年
金
係

　●

五
日
市
出
張
所
市
民
総
合
窓

　
口
係
（
申
請
の
み
）

　
日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
は
、

法
令
改
正
に
よ
り
、
今
年
度
か

ら
第
１
期
・
第
２
期
と
も
接
種

の
す
す
め
を
再
開
で
き
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　
該
当
す
る
子
ど
も
（
３
歳
・

４
歳
児
と
９
歳
・
10
歳
児
）
に

は
、
順
次
個
別
に
通
知
し
ま
す

の
で
、
接
種
方
法
な
ど
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
今
年
度
か
ら
は
接
種

の
す
す
め
の
差
し
控
え
の
影
響

を
受
け
て
接
種
が
完
了
し
て
い

な
い
子
ど
も
に
つ
い
て
も
、
特

例
措
置
で
不
足
分
の
接
種
を
公

費
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

▽
第
１
期
の
標
準
的
な
接
種
期

　
間
に
該
当
す
る
子
ど
も
へ
の

　
通
知

　●

対
象
者
…
市
内
に
住
民
登
録

　
か
外
国
人
登
録
の
あ
る
３

　
歳
・
４
歳
児
（
平
成
19
年
４

　
月
２
日
か
ら
平
成
21
年
４
月

　
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
子
ど

　
も
）

　●

通
知
時
期

＊
３
歳
児
…
第
１
期
接
種
分
の

　
予
診
票
を
誕
生
月
の
翌
月
に

　
順
次
個
別
通
知
し
ま
す
。

＊
４
歳
児
…
第
１
期
初
回
接
種

　
の
終
了
し
た
子
ど
も
の
み
、

　
第
１
期
追
加
接
種
分
の
予
診

　
票
を
７
月
上
旬
に
個
別
通
知

　
し
ま
す
。

▽
接
種
の
す
す
め
の
差
し
控
え

　
に
よ
り
第
１
期
接
種
が
終
了

　
し
て
い
な
い
子
ど
も
（
９

　
歳
・
10
歳
児
）
へ
の
通
知

　●

対
象
者
…
市
内
に
住
民
登
録

　
か
外
国
人
登
録
の
あ
る
９

　
歳
・
10
歳
児
（
平
成
13
年
４

　
月
２
日
か
ら
平
成
15
年
４
月

　
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
子
ど

　
も
）

　●

通
知
時
期
…
第
１
期
（
初
回

　
２
回
接
種
、
追
加
１
回
接

　
種
）
の
接
種
の
う
ち
不
足
し

　
て
い
る
接
種
分
の
予
診
票
を

　
誕
生
月
の
翌
月
に
順
次
個
別

　
通
知
し
ま
す
。

▽
接
種
の
す
す
め
が
差
し
控
え

　
ら
れ
て
い
た
期
間
に
第
１
期

　
（
初
回
２
回
接
種
、
追
加
１

　
回
接
種
）
、
第
２
期
の
接
種

　
が
終
了
し
て
い
な
い
子
ど
も

　
（
平
成
７
年
６
月
１
日
か
ら

　
平
成
19
年
４
月
１
日
ま
で
に

　
生
ま
れ
た
子
ど
も
）
に
対
す

　
る
特
例
措
置
　
接
種
機
会
を

　
確
保
す
る
た
め
の
特
例
的
な

　
措
置
で
、
20
歳
未
満
ま
で
定

　
期
の
予
防
接
種
と
し
て
取
り

　
扱
い
、
接
種
費
用
は
公
費
で

　
負
担
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、

　
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
健
康
課
母
子
・
予

　
防
係
（
直
通
５
５
８
・
１
１

　
９
１
、
５
５
８
・
５
０
９

　
１
）

後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
額
決
定
通
知
書
・

納
入
通
知
書
を
送
り
ま
す

介
護
保
険
料
額

決
定
通
知
書
を
送
り
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
の

　
納
付
が
困
難
な
方
の

　
　
　
　
　
免
除
制
度

日
本
脳
炎
予
防
接
種
の

す
す
め
と
特
例
接
種
の

　
　
　
　
　
お
知
ら
せ

入
院
時
の

　
各
種
認
定
証
の
交
付

葬
祭
費
を
助
成
し
ま
す

危
険
業
務
従
事
者

　
　
　
　
叙
勲
受
章
者

春
の
叙
勲

４人世帯
（夫婦、16歳未
　　満の子２人）

２人世帯
（夫婦のみ）

単身世帯

全額免除・若年者納付猶予

１／４納付

57万円 92万円 162万円

１／２納付一部納付

93万円 142万円 230万円

３／４納付

141万円 195万円 282万円

189万円 247万円 335万円


